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第２６回 大分市自治基本条例検討委員会 議事録 
 

 

◆ 日 時  平成２３年１２月１６日（金） １０：００～１０：４５ 

 

◆ 場 所  大分市役所第２庁舎６階大研修室 

 

◆ 出席者   

【委 員】 

宇野 稔、大津留 祐子、秦 政博、衞本 敏廣、松尾 直美、小原 美穂、 

園田 敦子、中村 喜枝子、竹内 小代美、葛西 満里子、永岡 昭代、近藤 忠志、

後藤 成晶、廣次 忠彦、宮邉 和弘、日小田 良二、安部 剛祐、野尻 哲雄、 

永松 弘基、井手口 良一、徳丸 修、泥谷 郁、神矢 壽久、仲摩 延治、 

皆見 喜一郎、入田 光の各委員（計２６名） 

 

【事務局】 

企画部次長 吉田 茂樹、企画部次長兼企画課長 玉衛 隆見、同主幹 渡邉 信司 

同主幹 姫野 正浩、同主査 永野 謙吾、同主査 足立 和之、同主査 阿部 美剛 

同主任 森田 俊介（計８名） 

 

【プロジェクトチーム】 

（企画部次長兼企画課長 玉衛隆見）、（同主幹 渡邉信司）、 

議会事務局議事課政策調査室主幹 藤野 宏輔、市民協働推進課主査 正池 功、 

選挙管理委員会事務局主査 下村 光典、総務課情報公開室主査 岡村 吉宏、 

人事課主査 幸野 勝 

（統括者・副統括者除く 計５名） 

  

  【オブザーバー】 

総務課参事兼法制室長 伊藤 英樹、同主査 佐藤 明、同主査 山口 大介、  

同主任 大城 存、同主任 島谷 幸恵、同主事 山崎 敏生（計６名） 

 

 【傍聴者】 

   なし 

 

◆ 次 第 

１．開 会 

２．委員長あいさつ 

３．議 事     

（１）市民意見交換会の結果概要について 

（２）市民意見交換会及び市民意見公募の意見について 

（３）その他 
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 おはようございます。定刻になりましたので、ただ今から第２６回大分

市自治基本条例検討委員会を開会いたします。よろしくお願いします。 

検討委員の皆様にはお忙しい中ご出席を賜り、誠にありがとうございま

す。１１月に開催いたしました市民意見交換会では皆様方のご協力によ

り、無事に終了することが出来ました。特に今回は市民意見交換会、委員

の皆様にはご都合の許す限りご出席をという形でお願いをさせていただ

きましたが、多くの委員、皆様方のご参加をいただく中、活発な意見交換

会ができたと考えております。改めてお礼を申し上げます。 

 さて、本日の検討委員会では、先の市民意見交換会の結果概要、市民意

見交換会及び市民意見公募の意見について、ご検討をお願いしたいと考え

ております。 

それでは、委員長さんにご挨拶いただき、引き続いて議事の進行をお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 皆様方、改めましておはようございます。先ほど、事務局の方からご挨

拶がございましたが、先般の市民意見交換会におきましては多数の委員皆

様方のご出席をいただきまして、無事に終了いたしました。誠にありがと

うございました。本日は市民意見交換会、更にはパブリックコメントも実

施されておりまして、そういった結果が出てきておりますので、事務局の

方から十分にご報告をいただきながら、今日は我々の情報のレベルを同一

レベルにさせていただいて、今後の更なる審議に役立てるステップにさせ

ていただきたいと考えている次第でございます。本日はよろしくお願いい

たします。 

 お手元に予め資料が配られているかと思いますが、そういった資料を使

わせていただきまして、意見交換会の結果概要、それから意見交換会及び

市民意見公募の意見につきまして、一括しまして事務局からのご説明をい

ただきたいと思います。事務局よろしくお願いいたします。 

 

 まず、お手元にお配りをしております「資料１」、「大分市まちづくり自

治基本条例（素案）市民意見交換会会場別参加人数集計表」、この資料を

ご覧ください。まず、参加人数は９会場で、３６１名でございました。参

考としまして、前回は１３会場で４０６名の出席となっております。３６

１名のうち、アンケートの回収数は２８１名でございました。回収率は７

８％となっております。 

２枚目をご覧ください。全体の集計表でございます。まず年齢は６０代、

７０代の方が多く、合わせると７６％という形になっております。次に性

別につきましては、無回答ということもありますが、受付の名前で確認さ

せていただくと、大部分は男性の方だったということになっております。 

次に、市民意見交換会をどのようにして知ったか、につきましては市報

が最も多く、次に地域役員からの紹介となっております。 

次に、参加理由としましては、「市政への市民参加に関心がある」、「条

例に関心がある」、の順になっております。 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、条例素案の内容につきましては、「理解できなかった」、それと無

回答を除きますと、７割以上の方にはある程度のご理解がいただけている

のではないか、と捉えさせていただいてよいのではないかと考えておりま

す。 

次に、条例の周知方法につきましては、市報への掲載、ホームページへ

の掲載、シンポジウムの開催という順になっているところでございます。 

次のページ以降につきましては、会場毎の集計となっておりますので、

後ほどご一読をいただければと思います。 

次に、アンケートの裏面、自由意見の欄につきましては、お手元資料の

「資料３」、Ａ３の縦になりますが、「大分市まちづくり自治基本条例（素

案）市民意見交換会アンケート集約結果」をご覧ください。条文について

の検討が必要と思われるものにつきましては、赤字で示しております。第

７条「議会の基本的役割と責務」、第８条「市長等の基本的役割と責務」、

第９条「市長の基本的役割と責務」、第１０条「職員の責務」につきまし

ては、それぞれ議会の責務、市長の責務、職員の責務を規定しなければな

らないのか、という意見をいただいております。その他につきましては、

後ほどご一読いただければと思います。 

次に、「資料２」、Ａ３の横になります。「大分市まちづくり自治基本条

例（素案）市民意見交換会意見集約」をご覧ください。条文についての検

討が必要と思われるものや、会場で「検討する」などと回答したものにつ

きましては赤字で示しております。 

まず、１ページをご覧ください。１番と２番です。前文につきましては

「経済の発展に関することが一切触れられていない。一考して欲しい。」

というご意見に対して、会場では「総合計画の中で体系立てて記述をして

おります。また、他の条例にも謳っております。」、と回答をしております。 

次に、第２条関係、５番から９番ですが、「外国人も市民なのか。外国

人も市民の中に含めて大分市を作るということか。」、や「国籍ではなく、

日本に、大分市に一時的に観光に来る人も大分市民として見るのか。」、そ

ういったご意見をいただいております。それに対しまして、９番の回答に

ありますが、「大分市の市民としてまちづくりに協力していただきたい。

ここにいる以上はしっかりと責任を果たしていただきたい。どこの国の出

身だからということで排除するべきではないというような考え方だ。」と

いうことで、ご説明をさせていただいております。 

次に、１０番、第２条の定義関係、市民の責務関係になりますけれども、

「『市税』という言葉はちょっと問題であるのではないか。少し表現を変

えないと誤解をしやすいのではないか。」という意見に対して、「税の中に

は色々あるけども、より適切な表現になるかどうかは今後検討する。」と

いう回答をしているところでございます。 

次に、２ページをご覧ください。１５番第５条、市民の権利関係でござ

いますが、子どもの権利について、「事理認定能力がない子どもが大人と

一緒に意見を言うのか。またそれを認めるのか。」、そういったご意見をい

ただいているところでございます。 

次に、第６条「市民の責務」です。１６番から２１番までですが、「市
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民としての意識付けを高めるための意向のようなものを１行でもいいか

らどこかに入れてほしい。」ですとか、「見直しをしてほしい。」、というこ

とのご意見に対しまして、１９番、２０番の回答になりますが、「市民の

責務の中の６条の第１項の１で、『まちづくりに積極的に参加し、または、

まちづくりに取り組むように努めること。』となっております。」というご

回答ですとか、２０番の回答として「『市民参画はあくまでも自発的なも

のであり、強制されるものではありません。』ということを踏まえて、こ

ういう取り組みとなっております。果たすべき役割を潜在的に表記したも

のでございます。」といった回答をさせていただいているところでござい

ます。 

次に、２２番、第６条、第８条、第９条関係ですけれども、「市民参加

型の条例を目指すのであれば、市民の部分と行政の部分の表現を統一する

べきではないか。」というに対しまして、「更に委員会で議論いたしたい。」

という回答を行っているところでございます。 

次に、３ページをご覧ください。２５番です。第７条「議会の基本的役

割と責務」、第１０条「職員の責務」ですけれども、「『職員は専念します』、

『議会は有します』と分けた理由について、言葉としては同じにした方が

良いのではないかと。検討をお願いしたい。」ということに対しまして、

回答としましては、「議会基本条例が先にできております。その中のエキ

スを抜いてこの４項目にまとめております。言葉としてはおそらく一緒で

あろう。」というような回答をいただいているところでございます。 

次に、４ページをご覧ください。３３番です。第２３条の「協働の推進」

関係でございます。「第２３条だけ市民、議会、及び市長とあるけども、

他のところは全部市長、議会、市民となっている。ここだけどうして順番

が変わるのか。」という意見に対しまして、「今後整理の段階で調整をしま

す。」という回答をしております。 

次に第２６条「住民投票」の関係です。３６番から次のページの４１番

までになりますが、３７番ですが、「要望を取り上げるシステムがこの中

にはない。それを是非入れていただきたい。」という意見ですとか、３８

番については「住民の権利を書いて、市長の分は地方自治法にありますよ、

と書いた方がやわらかくなっていいのではないか。ここに書けないのか。」

という意見ですとか、３９番、「項目を一つ追加してほしい。」ということ

で意見をいただいております。それに対しまして、「この文はもう一度練

り直さなければならないと思うので、部会に持ち帰り検討する。」ですと

か、「それも含めて検討する。」という回答をしていただいているところで

ございます。 

次に、５ページです。４２番、第２８条「都市内分権」の関係でござい

ます。「限られた予算の中で優先順位をどう決めるか。そういうシステム

を具体的に載せられないのか。」という意見に対しまして、「地域における

課題解決は第２９条の方に記載をしております。支所には地域推進担当を

置き、地域活動を支援している。この条例は理念を謳った最高規範である

が、個別の課題について行政としていかに吸い上げ、いかに実行していく

かについては、第９条に謳っております。」と、そういったことの回答を
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事務局 

いただいております。 

次に第２９条「地域コミュニティ」の関係です。４３番から４７番にな

りますが、「地域で責務と言われた時に私たちは非常に苦しんでいる。」と

一つの例を示されており、「具体的な方法で検討を進めていただきたい。」

という意見をいただいております。 

次に、７ページをご覧ください。その他の意見としてですが、６６番、

一番下になりますが、「小さな問題を吸い上げるようなシステム、透明性、

方法を謳った条例を作らないと進まないのではないか。」ということに関

しまして、回答としましては「この条例に含められるかどうかは委員で検

討する。」とのお答えをしているところでございます。 

次に、８ページ、６８番でございます。「一部の人が雲の上の話をして

いるようだ。自治会の問題について話が通るような制度にしないといけな

い。」ということに対しまして、「今の意見は持ち帰り検討します。」とい

う対応をしているところでございます。 

次に、９ページをご覧ください。７９番です。「この文章、条例によっ

てどういうふうに今までの市民の姿が変わっていくのか。行政の姿が変わ

っていくのか。それを具体的な形で描き、説明していただきたい。」とい

う意見に対しまして、「今の意見は今後検討する。」という回答をいただい

ているところでございます。 

次に、１０ページです。８９番になります。「こちらからの希望があま

り盛り込まれていない。」、これは意見交換会の回数ですとか、やり方につ

いてのご意見でしたが、「今後こういうふうにするという形で前向きに受

け取ってもらいたい。」ということに対しまして、「設定が大きすぎるとか、

回数が少ないのでは、というご批判は受け止めます。そういったご意見が

あったということを踏まえて持ち帰って検討したい。」ということの回答

をいただいております。 

また、９１番につきましても同じように、「広く市民の意見を聞く機会

がどういう場面でできるのかについて検討することから始めたい。」です

とか、９２番、「おかしいなと思うところは、これを持ち寄って次のため

に生かします。」ですとか、９５番ですが、「９会場で意見交換会を行って

いますけれども、そこで寄せられた意見は持ち帰って、全体会で検討を始

める段取りとなっている。意見は一つ一つ精査する。」という回答をいた

だいているところでございます。 

続きまして、１１ページです。１００番になります。「市民がもっと積

極的に市政に参画して、主体になってほしいという狙いがあるものと感じ

ているので、市民基本条例を作ってはどうか。」というご意見ですとか、

１０３番ですけれども、「『まちづくり自治基本条例は、市民・議会・行政

が協働して、自治・市民主権のまちづくりを進めるための基本的な事項を

定めるものである』と積極的に書いてはどうか。」、こういったご意見をい

ただいております。主なものにつきましては以上でございまして、詳細に

つきましては後ほどご一読いただければと思います。 

 

続きまして、「資料４」、「パブリックコメント市民意見公募手続きにつ
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いて」のご説明をします。右端の方に「資料４」と記しておりますＡ４縦

の用紙でございます。パブリックコメント手続きにおきましては、人数に

して１５人、条項数にして５０件のご意見をいただいておりまして、これ

らの寄せられた意見について、その概要をご紹介させていただきます。 

これについては、全ての意見に対して市としての考え方をお示しする必

要があるわけでございますが、中でも条文検討においてポイントになると

思われるご意見については、資料の中で赤字で記載をしておりますので、

これらを中心にご紹介いたします。 

まず、上から、全般的な事項についてでございますが、条文素案の趣旨

に賛同する内容のご意見がいくつかあった他、「市民意見をいただくため

の周知の方法が不十分である。」との意見や、赤字の部分ですが、「市長に

よって自治の方針が変わることがないよう基本条例を作るとすると、新た

な市長が前市長の政策を変えられない。」というような内容の、市の基本

的なルールとしての基本条例を定めることに対する問題提起をいただい

ております。 

次に、この条例が「市の最高規範である。最高法規である。」というこ

とについては、前文の他、第１条の「目的」や、第３２条などにおいても

いただいておりまして、同列であるはずの条例同士でありながら、最高規

範と位置付けられることについての根拠を求める内容のご意見であろう

かと思います。 

次に、第２条の「定義」の部分ですが、市民の範囲につきまして、外国

人や住民以外の人を含めることの是非を問う内容の意見をいただいてお

ります。これにつきましては、件数的には非常に多くの方から同様の趣旨

のご意見がありましたので、かなり注目をされている部分であろうかと思

っております。 

次に、第４条及び第５条についてですが、子どものまちづくりへの参加

や、子どもの権利についてのご意見をいただいておりますが、趣旨として

は「殊更に子どもの権利を強調するべきではない。」という内容のようで

ございます。 

第８条以下の部分にまいります。ここでも多くの貴重なご意見をいただ

いておりますが、特に第２６条「住民投票」につきましては、件数的にも

かなり意見が出されまして、住民投票の対象者の範囲に関する内容となっ

ております。 

次に、赤字にはしておりませんが、第３２条では憲法や法律との関係に

関する意見がございました。また、先ほどもご紹介しました、最高法規性

についてのご意見の他、附則において「５年以内に見直しを行う。」と規

定している部分につきまして、その是非を問う内容のご意見もいただいて

おります。 

以上が概要の説明でございます。繰り返しになりますが、全ての意見が

検討すべき貴重なご意見ではありますが、特に重要なポイントとして皆様

の議論の対象になるのではないかと思われる事項について、重点的にご紹

介させていただきました。パブリックコメントについてのご説明は以上で

ございます。 
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委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、「資料５」、Ａ４の１枚紙、横書きですけども、それをご覧

ください。「大分市まちづくり自治基本条例（素案）についての職員意見

公募において寄せられた意見の要旨とそれに対する考え方」をご覧くださ

い。 

一人の職員から４件の意見を受けております。１番目として、「前文の

『育み』と、第６条第１項第４号の『はぐくみ』という言葉は統一した方

がよいのではないか。」。 

２番目としまして、「第２条第３項の『手を取り合って』は、もっと能

動的に『力を合わせて』とした方がよい。」。 

３番目としまして、「第２４条の見出しについては『市民の提言』とし

てはどうか」。 

４番目としまして、「第２９条第１項の『地域の特性を活かした』と第

３０条第２項『まちづくりに生かすものとする』という字なのですが、生

きるという『生かす』に統一するべきではないか。」との意見をいただい

ております。 

以上、資料が幾つかあり、雑ぱくでございますが、市民意見交換会につ

きましての事務局からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

どうもありがとうございました。ただ今、事務局の方から市民意見交換

会の結果、アンケート結果、それからパブリックコメントの結果につきま

してご説明をいただいたところでございます。こういった市民からの意見

を踏まえまして、更に私どもの方としまして審議を尽くすべく、段取りに

なっているわけでございますけれども、今後の議論の進め方をどのように

していくのが妥当であろうかということの審議をさせていただきたいと

思います。そのたたき台としまして、事務局でどういうふうな審議のステ

ップの踏み方がよろしいのかなということのご意見があれば、最初に我々

の審議をする上でのたたき台ということで、お示しいただければと思いま

すけれど、いかがでございましょうか。よろしくお願いします。 

 

今、ご説明させていただいた資料のとおり、非常に多くのご意見をいた

だいております。本来でありますと、昨年と同様に再度部会を開催して、

議論を行っていただくということが本筋だと思いますけれども、内容がか

なり専門的でありまして、権利や義務などにも密接に絡んでくると想定さ

れますので、事務局としましては、法制室の力を借りながら事務局の方で

整理を行わせていただいて、その結果を次回の全体会にお諮りできればと

いうふうに考えております。 

なお、事務局で検討を行う上での大きな論点としましては、今、ご覧に

なっていただいたものを踏まえますと、３つあるかと思っております。第

２条「市民の定義」、第５条「子どもの権利」、第２６条「住民投票」とい

うふうに考えておりますので、これらをベースに考え方の整理を行わせて

いただければと考えております。以上でございます。 
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委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全委員 

 

委員長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どうもありがとうございました。ただ今、事務局の方からたたき台的な

ご意見をご紹介いただいたところでございます。これにつきまして、皆様

方のご意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。よろしくお

願いいたします。 

特にご異論がなければ、事務局から示されたようなたたき台の方向で今

後の議論をやっていくと。すなわち、事務局の方で先ほどご説明がござい

ました、第２条関係の「市民の定義」、第５条関係の「子どもの権利」、第

２６条関係の「住民投票」。この３点に論点が集中しているというふうに

思われますということで、かなりその分野につきましても、法律的な関わ

りがございます。そういうことで、法制室との連絡調整を取りながら、そ

の３点につきまして、こういう方向がいかがだろうかというようなたたき

台を今後示していただくと。それにつきまして、私どもが審議をしていく

という方向でございますが、よろしゅうございましょうか。 

 

はい。 

 

それでは、そういった方向で審議を進めさせていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

それでは、方向性が定まったところでございますけれど、事務局の方で

更に論点整理につきまして何かご意見ございましたら、お出しいただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

 

それでは、事務局の方で整理をさせていただいて、次回の全体会でお諮

りできればと考えております。 

ここで、先ほども若干説明いたしましたが、事務局として整理を行う上

での論点が大きく３つあると考えておりまして、その他の細かいものも当

然検討してまいりますが、若干補足の説明をさせていただきたいと思いま

す。 

まず、「市民の定義」につきましては、お手元の条文の素案をご覧いた

だきたいのですが、第２条におきまして、本市に住所を有する人は元より、

通勤・通学者、事業者、活動団体等、広く市民と定義をしているところで

ございます。これはこれからのまちづくりにつきましては、大分市に住む

人のみではなく、大分市に関わりのある人全ての人の力が必要となるなど

の理由から広く市民を捉えたものとなっております。当然そうなります

と、外国籍の方も市民となりますけれども、ご意見をいただいた中では、

「外国籍の人は市民から外すべきである。」そういったこともいただいて

おりますので、論点としますと、「何故、外国籍の人を市民に含めるのか」

ということが論点になろうかと考えております。 

ここで、お手元の「資料６」、ブルーの網掛けをしておりまして、Ａ３

の横の資料をご覧ください。若干事務局の方で調べさせていただいており

ます。「市民の定義」につきまして各都市比較表ということで、政令市及

び中核市、そして大分県内の由布市の条文を記載しております。ご覧いた

だいてお分かりになるかと思いますけれども、熊本市と由布市を除く都市
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委員長 

 

 

 

 

 

におきましては、いずれも本市の条例素案と同様の定義となっておりまし

て、それぞれの逐条解説などを見ましても一様にまちづくりを進めていく

上では幅広く多くの人々が力を合わせていくことが必要である。そういっ

た考えにより、市民を広く捉えたものとなっております。 

なお、熊本市では住民と市民の定義を分けており、由布市では「市民」、

「市民等」、「交流者」という定義をしておりますが、条文を読む限り、ま

た逐条解説等を見る限りにおきまして、熊本市と由布市につきましても、

外国籍の人を区別したものにはなっていないという状況でございます。 

次に「子どもの権利」でございますが、お手元の条例素案をご覧いただ

きたいのですが、第５条の第５項におきまして、「子どもは、将来の地域

社会を担う市民として健やかに育つ環境を求めることができる。」と規定

しております。これにつきましては、以前の検討委員会や部会代表者会議

におきまして、「教育という部分が入っていない。」ですとか、「未成年者

に関する項目が見えない。」などの意見が出されたため、条文の検討を市

民部会で始めまして、「子どもを守るという観点から子どもの権利を尊重

してあげてよいのではないか。」ですとか、ちょうど同時期に議会の方で

子どもに関する条例を検討されておりまして、「子どもの権利について子

どもに関する条例でも謳いたい。」そういった意見を受けて、現在の条例

素案の条文になっているところでございます。そうした中で、「市民意見

交換会では大人と同等の権利を与えることが適切ではない。」や、「子ども

の権利を主張すると大人が悪用する危険がある。」などの意見をいただい

ておりますので、「何故、子どもの権利を謳う必要があるのか。」というこ

とが論点になろうかと考えています。 

次に、３つ目の「住民投票」につきましては、第２６条をご覧いただき

たいのですが、「市長は、住民投票を実施することができる。」ということ

で、市長の判断により住民投票を行う場合の規定となっております。選挙

権を有する住民につきましては、地方自治法の第７４条に「条例制定を請

求できる」ということが謳われておりますけれども、「住民の権利を謳う

べき。」などの意見をいただいておりますので、住民からの要求による住

民投票の実施について、条文に「住民の権利」として謳うかが論点になろ

うかと考えております。 

以上、３つの大きな論点と、細かい部分も検討させていただきますが、

今後はこういう方向で整理を行ってまいりたいと考えておりますので、検

討委員の皆様方におかれましても申し訳ないのですが、今日の資料をご一

読いただいて、委員の皆様方各自で整理をしていただいて、次回の検討委

員会で協議をお願いできればと考えています。事務局からは以上です。 

 

どうもありがとうございました。先ほどの論点の３点につきましては、

更に補足説明を今、事務局からいただいたところでございます。委員の皆

様方におかれましても、今後こういった論点が議論の中心になるというこ

とで、お忙しい中かと思われますけれど、ご準備をいただければと思うと

ころでございます。そういうことで、今後の段取りがほぼ整ってきたかと

思います。今までの経過を踏まえまして、何かここでご意見をいただけれ
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

委員 

 

委員長 

 

副委員長 

 

ば頂戴したいと思いますが、いかがでございましょうか。どうぞ、委員さ

ん。 

 

直接これに関係はないのですが、会場の中でこの意見交換会のあり方に

ついてのご意見も出たようでありますけれども、もう少し市民に周知をさ

せる必要があるのではないかといったようなことから、いつこれを作って

しまうのかと、そういう、この条例制定の期限に関わるご意見も幾つか出

たような記憶があるのでありますが、その辺の日程的な方向性というもの

は、事務局の方としてどのように考えているのか、あれば教えていただき

たい。 

 

まず先に、いつを目処にということでございますけれども、事務局とし

ましては、３月というのを一つの目標と考えさせていただいております。

そうは申しましても、検討委員さんの皆様方で審議を尽くされて、これで

いいという形になってから初めてそこで案が固まるということになりま

すので、あくまで事務局の希望と言いますか、一つの目標としては来年の

３月の議会に上程できるような形でと考えております。１月の開催、後ほ

ど開催日程を説明させていただきますが、その開催をある程度何回か繰り

返ししていただいて、これだという形でよしということに、そこまでなれ

ば、これまで事務局として考えさせていただいたとおり、３月という形で

目指していきたいと事務局としては考えております。 

それと、もう１点、市民意見交換会の開催のあり方ですけども、これは

元々どういった形で開催させていただきましょうかというご相談をさせ

ていただいた時に、やはり物理的な問題があって、特に数名程度で多くの

会場を回れというような、そういったご意見もありましたけれども、３年

半以上検討させていただいておりますし、今回は市報に載せて、自治委員

さんには直接電話でお話し、商工会議所にもお願いしましたし、ＮＰＯと

か各種団体にもそういった周知をさせていただいております。事務局とし

ましても、検討委員さんの物理的なそういった状況を踏まえて、でき得る

限りの形で条例の内容の周知をさせていただいているということでござ

いますので、これ以上再度という形で委員さんの数を絞ってまた地区です

とか、校区ですとか、自治会という形、そこまでは現実的には難しいので

はないかと考えております。回数につきましては、そういうふうに考えて

いるところでございます。以上です。 

 

委員さん、よろしいですか。 

 

はい。 

 

その他ございませんでしょうか。副委員長さん。 

 

資料が沢山あって、それぞれの部会に関わる問題提起、問題点が浮き彫

りにされたようですので、今、事務局の論点、市民の定義、それから市民
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全委員 

 

委員長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

等という第５条、第６条の分や第２６条の分、その部分の法的解釈、或い

はきちんと論点を明らかにする文章を次回いただけると思います。それを

貰って、また市民意見交換会で色々な意見が出ている中で、それぞれの部

会でもう１回検討する場を設けるべきではないのかなという思いがする

のですが。最終的な言葉の使い方、あるいは表現の仕方とかの指摘の部分

も出てきておりますので、そこの部分についてもう１回部会を開いて、こ

れでいいということであればそれでもいいのですが、そこら辺の協議をし

て、そしてまた全体会で挙げていただくという形を１回とった方がよいの

ではないかなという思いがするのですが、そのようなところはどうでしょ

うか。 

 

新しいご提案でございますが、全体会で先ほどスケジュール的な段取り

とすると、事務局の方でまとめていただいた、たたき台をお示しいただく

ということでございました。更に、私の理解では、恐らく次回は全体会で

それが示されるということで、その中で必要性があれば部会も可能であれ

ば開いてよろしいかなと思います。しかし、部会で開くよりも全体会で全

て全体に及んでくるところでございますので、議論した方がいいという委

員の皆様方の多数のご意見があればそちらの方でいきますし、いや部会で

いくべきだとなれば、そちらの方でやらせていただくと。そういう部会も

入れさせていただくということで柔軟に対応していこうかなと、司会者と

しては思っているところでございます。そういう意味で、今の副委員長さ

んのご提言、柔軟に対応させていただくということでよろしゅうございま

しょうか。よろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

では、そういうことでやらせていただきたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 

話題が変わりますが、市民の皆さんからいただいたご意見の中で、この

条例ができたことと、できないことでどのように変わるのでしょうか、と

いう疑問がとても大きかったように思います。それで、私のお願いなので

すが、例えばギネスブックに載るようなごみ拾いで世界一になろうとか、

あるいは各種の審議委員の決定など、この条例を基にどのように下部に展

開されていくのかという例を、今までのでもよいですので作っていただく

とこの条例の機能の仕方が分かるのではないかというふうに思っており

ますので、大変お忙しい時に恐縮ですが、よかったら一、二例お示しいた

だけたらと個人的には思っています。 

 

ありがとうございました。意見交換会で出てくる市民の皆さん方の素朴

なご質問というのを、今、委員さんの方からお話があった内容でございま

すが、そういった情報を今後私どもとしてできるだけ共有しまして、そし

て端的にこういうことになりますと、こういう例があります、ということ
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委員 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

が言えるように準備をさせていただきたいと思います。事務局で案を示す

のは非常に厳しいかなと。現場でことを推進しているところでなかなか難

しいところがあるかと思いますので、できましたら委員の皆様方のほう

で、こういうことになるのではないのかというようなことを、今後１月に

お示しいただければと思うところでございます。そういうことでよろしゅ

うございましょうか。ちょっと事務局には厳しいかなというところでござ

います。 

 

今、委員さんから言われました件につきましては、条例が制定されて間

もないというような都市も大変多いような状況の中で、事務局としては可

能な限り条例を制定してどのように変わったのかというのをある程度お

示しできるような、そういう調査をさせていただきたいと思いますが、こ

の調査の結果がご満足いただけるかどうかというのは今のところ分かり

ませんが、そういう調査はさせていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

 

ありがとうございます。今のご意見はとてもありがたいなと思ったので

すが、大分市のことがやりにくければ、成功した事例で、そういう市民条

例ができまして、どのようによい機能が起こっているかという例を市報の

中に載せてお示しすると、市民も理解するのではないかと思います。あり

がとうございました。 

 

その他ございませんでしょうか。特になければ、今後のスケジュールと

いう、極めて具体的な大まかなスケジュールはできましたので、細かなス

ケジュール調整につきまして、事務局からご提案をいただきます。どうぞ。 

 

お手元の自治基本条例検討委員会の開催日程調整表というのをご覧く

ださい。先ほどもご意見をいただきましたけれども、１月の日程を記載さ

せていただいております。事務局としましても、１月には最低数回という

形で会議を開催していただければと考えておりますので、大変申し訳ない

のですが、１月中でいつものようにご都合の悪い日につきましては×印と

いう形で記入していただいて、お帰りの際にご提出をいただければと思い

ます。また、本日記入が難しいという方につきましては、またなるべく早

めにという言い方は失礼ですけれども、後日いただければと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。事務局からは以上でございます。 

 

ありがとうございました。司会者としましては、委員の皆様方にお願い

でございますが、１月は１回ということではなくて、数回、複数回開催さ

れる可能性が高いということで、心積もりをしていただければと思いま

す。そして、具体的な日程につきましては、委員の皆様方が一番参加しや

すい、最大公約数の日を優先的に決定させていただくという従来の方式で

決定させていただきたいと思います。大変お忙しい中、無理を言いますが、

１月はよろしくお願いしたいと思います。 
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全委員 

 

委員長 

それでは本日議論いたしました議題全て終了いたしたわけでございま

す。特に、ご意見がなければこれで終了させていただきたいと思いますが、

よろしゅうございましょうか。 

 

はい。 

 

ありがとうございました。それでは本日はこれにて終了とさせていただ

きます。皆様方、良い年をお迎えいただきたいと思います。本年は大変あ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


